
 

令和 8年度 体育館利用日程調整会の進め方 

 

１．会次第 

①配布資料の確認 

②立会者紹介 

③ご挨拶 

④施設から連絡 

⑤日程調整 

 

２．調整前の確認事項 

①事前申込書の提出がない利用者様は本調整会の対象ではありません。「４．日程

調整会後の変更・追加申し込み」と同様に取り扱います。 

②事前申込書の内容は、追加・変更できません。（別紙の方法による変更は可能） 

③お配りした 12 ヶ月分の資料に誤りがないか確認をしてください。誤りがある場

合は、受付までお知らせください。（内容の変更はできません） 

 

３．連絡事項 

①調整会中に質問がある方は、後方に係員がおりますのでお尋ねください。 

  ②駐車割引は、後方の受付に割引機を置いていますので、駐車券を挿しこんで認証

を受けてください。 

※バイクは割引対象外ですので割引認証をしないでください。割高になります。 

③会議時間短縮のために、譲りあいをお願いいたします。 

  ④不必要に席を移動したり、歩き回らないでください。 

 

４．日程調整会後の変更・追加申し込み 

  令和 8 年２月 24 日（火）午前９時より 各施設 にて受け付けます。 

  ３月１日からは、４月分の一般練習の抽選申し込みが始まりますので、４月の専用

利用の追加は２月末日までに申請してください。 

☆ 本日出席されている方の、事前申込書記載行事以外の行事追加も２月 24 日からと

なります。（本日は追加できません） 

☆ 本日決定した行事は２月 20 日（金）までにスポーツ協会ホームページ「ＰＬＡＹ！」

へ掲載いたします。同時に、関係各所からの連絡事項や施設管理者からのお願い事

項を掲載しますので、必ずご確認をお願いいたします。 

 

佐世保市民スポーツ情報サイト「PLAY！」 

https://sasebosports.com/ 

 

 

 

 

 

 

 



５．日程調整の方法 
(1)行事の中止の受付 

 4 月から 3 月まで、やむを得ず行事を中止される方を受け付けます。 

その際には、①月日 ②施設 ③調整№ ④団体名 の順にお申し出ください。 

中止することにより、申し込まれた全ての行事の競合がなくなった場合は、お

帰りになって結構です。 

 

   (2)利用時間変更の受付 

      同日の同施設で、利用時間を変更することにより競合を避けられ、行事が

決定するような場合は、これを認めさせていただきます。スムーズな会議進

行にご協力いただきますようよろしくお願い致します。  

     ※別紙参照 

 

（3）1回目調整 ４月から順に調整を行います。 

☆まず４月の競合している行事の「調整№」を司会者が読み上げます。競

合している行事を譲っていただける方もしくは時間の変更をしていただ

ける方は挙手の上、その「調整№」をお申し出ください。これを 3 月分

まで行ないます。行事が決定した場合は、司会が決定した行事の「調整

№」を読み上げます。ここで希望されたすべての行事が決定された方は、

お帰りになられて結構です。 

☆それでも競合している行事は、4 月から順に、後方の調整席にて調整を

していただきます。（必ず職員が待機している調整席にて話し合いを行っ

てください。結果を用紙に記入いたします） 

☆調整席では 5 分程度を目処として話し合いを行ってください。 

☆調整の結果譲っていただいた方と、調整の末取れなかった方は、第２回

調整までお待ちください。その次に５月に進みます。 

 

    (4)２回目調整  ４月から順に調整を行います。 

      ☆第１回調整で決定しなかった行事の調整を行います。 

      ☆第１回調整で譲っていただいた方と取れなかった方は、調整中の月の空

き日に移動を希望する行事を申し出てください。そこで競合しなければ

決定です。 

移動の際は、 

移動前の①月日 ②施設 ③調整№ ④団体名  

移動先の①月日 ②施設 の順にお申し出ください。 

☆競合した場合は調整席にて調整を行います。 

☆そこで取れなかった方は、第３回調整までお待ちください。 

 

 

 

 



    (5)３回目調整 

      ☆第２回で決まらなかった場合は第３回で調整いたします。 

      ☆調整方法は第２回と同様です。 

   

※調整中でも、申し込まれたすべての行事が決定した方はお帰りになられて結構です。 

 

６．施設からのお願い 

!! 本調整会で決定した行事を安易に中止しないでください。 

!! やむを得ず中止される場合は、中止が決定した時点で速やかに施設に 

連絡をしてください。 

   !! 施設利用申請書は、かならず２か月前までにご利用の施設へ提出を 

してください。 

   !! 令和 9 年度に優先利用を希望される方は、11 月 30 日までに優先利用 

希望申請書をご利用の施設へ提出をしてください。 
  （以上） 


